
2023/6/7

1

令和５年度

北海道重症心身障害児（者）を守る会研修会

「障害児者施策の最近の動向」

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会 理事

長 井 浩 康

令和５年６月３日
TKPガーデンシティ札幌駅前
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（１）児者一貫制度の担保
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（在宅・施設別）
障害者総数 ９６４．７万人（人口の約７．６％）

うち在宅 ９１４．０万人（９４．７％）

うち施設入所 ５０．７万人（ ５．３％）

（年齢別）
うち６５歳未満 ４８％

うち６５歳以上 ５２％

○障害者の総数は９３４．７万人であり、人口の約７．６％に相当。
○そのうち身体障害者は４３６．０万人、知的障害者は１０９．４万人、精神障害者は４１９．３万人。
○障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害者は増加傾向となっている。

１ 基礎データ （１） 障害児者・重症心身障害児者の数

3（令和４年３月厚生労働省資料から抜粋）

4

厚労省作成資料
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障害児者の数（推計）

障害児者の総数は９６４．７万人 （人口の約７．６％）
・ 身体障害児者は４３６．０万人 （〃約 ３．４７％）
・ 知的障害児者は１０９．４万人 （〃約 ０．８７％）
・ 精神障害児者は４１９．３万人 （〃約 ３．３４％）

※障害者のうち、６５歳以上は５２％

重症心身障害児者の数（推計）

〇重症心身障害児者数の国による全国統計は存在しない
〇岡田喜篤先生（前：北海道療育園理事長）の推計では
２０１２年４月１日現在 約４３，０００人となっている。

（人口の０．０３４％、１万人当たり、３．４人）
〇全障害者のうち、０．４４５％
〇18歳未満（児童）は、約6000人

5

（参考）日本国人口： 2022年10月1日現在 1億2494.7万人
うち、18歳未満（児童）は 1773.8万人(14.2%)
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厚労省作成資料引用
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（２） 国の予算関連

うち、地方交付税交付金等、国債費を除いた

一般歳出 ７２兆7317億円（＋５兆3571億円 ８．０％増）

うち、社会保障費 ３６兆8889億円（＋6154億円 １．７％増）
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７６．３%
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23.7%23.7%
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２ こども家庭庁の創設 （１）児童福祉法改正関連（令和６年４月１日施行）
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（２）組織体制関連
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（1967年《昭42》8月）改正後の児童福祉法条文抜粋

第７条 第７条中「し体不自由児施設」を「肢体不自由児施設、
重症心身障害児施設」に改める。

第４３条の４ 重症心身障害児施設は、重度の精神薄弱及び重度
の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保
護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目
的とする施設とする。

第6３条の３ 都道府県知事は、当分の間、必要があると認めると
きは、重度の精神薄弱及び重度の肢体不自由が重複してい
る満１８歳以上の者について、その者を重症心身障害児施
設に入所させ、又は第２７条第２項に規定する国立療養所
に対し、その者を入所させて治療等を行なうことを委託す
ることができる。

（注）第６３条の３は「措置利用」で、平成１８年に「契約利用」に関する条文
「第６３条の３の２」（契約による１８歳以上の入所者の特例）が追加され
ましたが、両条文は平成２４年の改正で削除されています。

３ 重症児運動の成果

（１）児者一貫制度の担保

24

第７条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、・（略）・児童養護施設、
障害児入所施設、・（略）・とする。

第７条第２項 この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、
又は指定医療機関に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活の
指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定医療
機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児
童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童（以下
「重症心身障害児」という。）に対し行われる治療をいう。

第４２条 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所さ
せて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。
１ 福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び独立自活に必要
な知識技能の付与

２ 医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な
知識技能の付与及び治療

（注）第63条の3、第63条の3の2は、削除されています。

（2012年《平24》4月）改正後の児童福祉法条文抜粋
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７ 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定
療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合
については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運
営に関する基準第５２条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、
前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運
営に関する基準 （第５０条抜粋）

４ 指定医療型障害児入所施設が、療養介護に係る指定障害福祉サービス事業
者の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一
体的に提供している場合については、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設
備及び運営に関する基準第５０条に規定する人員に関する基準を満たすこと
をもって、前３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
（第５２条抜粋）

医療型障害児入所施設等と療養介護の両方の指定を
同時に受ける現行の「みなし規定」を恒久化

（２）内閣府障害者政策委員会関連

・障害者政策委員会は、障害者基本計画の策定又は変
更に当たって調査審議や意見具申を行うとともに、計画
の実施状況を監視や勧告を行うことを目的として、内閣
府に設置された機関。

・2011年の障害者基本法の改正により、これまでの中央
障害者施策推進協議会に代わって設置された。
（施行は2012年5月21日）。

・委員は、30人以内とし、障害者、障害者の自立及び社会
参加に関する事業に従事する者並びに学識経験者のうち
ら、内閣総理大臣が任命する

26
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（福）日本身体障害者団体連合会 会長
（福）全国重症心身障害児（者）を守る会
（公社）全国脊髄損傷者連合会 常務理事 事務局長
静岡県立大学国際関係学部 教授 東京大学先端科学技術研究センター 特任教授
（一財）全日本ろうあ連盟 理事長
（一社）全国地域で暮らそうネットワーク 代表理事
東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員
（一社）日本発達障害ネットワーク 副理事長
（公社）全国精神保健福祉会連合会 理事長
（一社）日本パラリンピアンズ協会 副会長
（一社）全国児童発達支援協議会 副会長
（福）全国盲ろう者協会 理事
弁護士
（一社）全国肢体不自由児者父母の会連合会 理事
（特非）全国地域生活支援ネットワーク 監事
全国手をつなぐ育成会連合会 会長
神奈川県知事（全国知事会）

（特非）ＤＰＩ日本会議 事務局長
（福）日本視覚障害者団体連合 会長
（特非）日本相談支援専門員協会 顧問
筑波大学 教授（人間系障害科学域知的･発達･行動障害学分野）
和泉市長（全国市長会）
（一社）スローコミュニケーション 理事長
（一社）日本経済団体連合会 ＳＤＧｓ本部長
（公社）日本精神科病院協会 副会長
日本労働組合総連合会 総合「政策推進局長
（福）全国社会福祉協議会 全国身体障害者施設協議会 制度・予算対策委員長
（一社）日本難病・疾病団体協議会 代表理事
（公財）日本知的障害者福祉協会 副会長
他

内閣府障害者政策委員会参加団体等

27

委員３０名にうち１名
つまり３．３％の声の大きさ
をいただいています

守る会の障害者政策委員会での最重要課題
「脱施設・入所施設廃止論」への対応

(1) 障害者権利条約や障害者基本計画で危惧される記述

①障害者権利条約（第１９条：抜粋）→ 平成19年9月条約に署名
・全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活
する平等の権利を有することを認めるものとし、障害者が、この権
利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加す
ることを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。

②障害者基本計画（第４次：抜粋）
・地域生活への移行を進める観点から、障害者支援施設においては、
入所者の地域生活移行支援や地域で生活する障害者の支援を促進
し、・・・・・多様な形態のグループホームの促進・・・・・
重度障害者にも対応した体制の充実を図る。

(2)平成21年障がい者制度改革推進会議設置〈現「障害者政策委員会」〉
⇨多くの委員から重症児入所施設は人権侵害との意見が出された

⇩
守る会は、施設入所の必要性を主張、１２万筆の署名を集め内閣府に提出

28
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国連の障害者権利条約について

平成18年12月の国連総会本部で採択された「障害者の権利に関する条約」
（以下、「条約」）は、障害者への差別禁止や障害者の尊厳と権利を保障す
ることを義務づけたものです。
平成19年9月、国はこの条約に署名、条約の締結までの間、障害者基本法の

改正や障害者差別禁止法の制定など国内法を開始。
平成21年12月には内閣に障がい者制度改革推進本部が設置され「障がい者

制度改革推進会議」（以下「推進会議」）が開催されました。
推進会議では、平成22年１月から計14回にわたり議論がなされ、6月29日に
は「障害者制度改革のための基本的な方向について」を閣議決定し、平成24
年7月には、推進会議の機能を発展的に引き継いだ障害者政策委員会を発足。
平成24年9月、差別禁止部会が取りまとめた意見を踏まえた「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律」が平成25年6月成立・公布された。
平成25年12月国内で条約を批准、平成26年１月締結、2月に効力が発生した。
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参考：「脱施設化」に関連する障害者権利条約第１９条（外務省訳）

第19条 自立した生活及び地域生活への包容
この条約の締約国は、全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもっ

て地域社会で生活する平等の権利を有することを認めるものとし、障害者
が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参
加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。この措置に
は、次のことを確保することによるものを含む。
(a)障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこ
で誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で
生活する義務を負わないこと。
(b)地域社会における生活及び地域生活への包容を支援し、並びに地域社会
からの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービ
スその他の地域社会支援サービス（個別支援を含む。）を障害者が利用す
る機会を有すること。
(c)一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとって他の者と
の平等を基礎として利用可能であり、かつ、障害者のニーズに対応して
いること。

31

〇 昭和48年第一次石油危機以後

①昭和49年2月社会保障長期計画懇談会（厚生大臣私的諮問機関）
「社会福祉施設整備計画の改定について（抜粋）」

1 新計画の前提として留意すべき事項
(1)現行計画については，地域レべルでのニードの把握，医療サービス
との連携等につき，必ずしも把握が十分でなかっため，施設種類別に
見た要整備量の想定に適切を欠く憾みがあったので，新計画において
は，これを是正をはかること。
(2)従来の施設収容偏重の考え方から脱皮し，在宅福祉対策重視の考え
方を明確にすべきこと（在宅サービスの拡充と並んで，通所・通園施
設の整備を一つの重点とすること）。
(3)単に施設の量的拡充にとどまらず，従来の施設をも含め，質的充実
に努める必要があること。このため，老朽施設の建替え，個室化の推
進，構造設備の改善等を推進するほか、建築単価の実態に応じた引上
げ等の措置を講ずべきこと。

（4)今後とも，地域レべルでのニードや施設の正確な実態把握のための
調査体系を拡充，改善すべきこと。

施設施策から地域重視への転換

32
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〇「地域」が使われ始めたころ

① 昭和56年の国際障害者年の理念
・障害者の社会への「完全参加と平等」というテーマに端的に表現されているよう
に、この社会から全面的に障害者に対する偏見と差別意識を除去し、障害者が他の
一般市民と同様に、社会の一員として種々の分野で活動するとともに、生活を営む
ことができるようにすることにある。

②昭和63年10月24日 中央児童福祉審議会精神薄弱児（者）対策部会

「精神薄弱者の居住の場の在り方について
―グループホーム制度の創設への提言（意見具申：抜粋）―」

「かつては、ほとんどの精神薄弱者は地域社会で健常者と共にいきていくことは無
理であると考えられていた。また、精神薄弱者自身はやその家族にとっても「親な
きあと」への対応なども考慮に入れれば施設での生活を選択する方が安心であると
いうのが一般的であった。

しかしながら、精神薄弱者が地域の中で暮らしていくことは、障害程度が重度と
見られる人を含めて決して不可能ではなく、また彼ら自身がそれを望んでいるとい
うことは、全国各地で繰り広げられている実践を通じて実証されている。」

「全体的にみれば施設福祉に大きく傾いていた従来の精神薄弱者福祉の流れを見直
し、精神薄弱者が地域で生活するための条件整備にも更に積極的な配慮がなされる
べきである。」
「・・・現在、全国様々な地域で先駆的に行われている試み・・・共通しているの
は精神薄弱者が日常生活上の一定のケアを受けながら、街中の住宅を利用して複数

で生活する場を設ける・・・」 33

➂平成11年1月２５日中央児童福祉審議会障害者部会意見具申
「今後の知的障害者・障害児施策の在り方について（抜粋）」

２．知的障害者・障害児の福祉サービスの充実
（４）知的障害者更生施設の機能の見直し
・知的障害者更生施設は、知的障害者に自立のために必要な指導及び訓練等
を行うことを目的とする施設であるが、入所期間の長期化及びそれに伴う
高齢化や一部には要介護化の傾向がみられるところである。

・このため、まず、重度の知的障害者も地域で生活できるように、地域での
生活を支援するためのサービスの充実を図ることが肝要である。

・それを前提として、入所者の地域生活への移行を促進するため、障害の程
度や年齢に応じ期間を定めた個別プログラムによる訓練機能の強化のほか、
地域生活の準備の支援機能や地域生活へ移行した後のアフターケア機能等
の強化を図る必要がある。

・一方、加齢等により身体機能が著しく低下した入所者に対し、日常生活上
の介護のほか、身体機能の維持・回復の支援や生きがい等に配慮した支援
が適切に行えるよう、施設の構造設備の改善や職員体制の在り方について、
検討していく必要がある。

34
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d.施設サービスの再構築
ア 施設等から地域生活への移行の推進

障害者本人の意向を尊重し、入所（院）者の地域生活への移行を促進する
ため、地域での生活を念頭に置いた社会生活技能を高めるための援助技術
の確立などを検討する。
「障害者は施設」という認識を改めるため、保護者、関係者及び市民の地

域福祉への理解を促進する。
（略）

イ 施設の在り方の見直し
施設体系について、施設機能の在り方を踏まえた上で抜本的に検討する。
入所施設は、地域の実情を踏まえて、真に必要なものに限定する。

（略）
障害者施設は、各種在宅サービスを提供する在宅支援の拠点として地域
の重要な資源と位置付け、その活用を図る。
障害の重度化・重複化、高齢化に対応する専門的ケア方法の確立について
検討する。また、高次脳機能障害、強度行動障害等への対応の在り方を検討
する。
入所者の生活の質の向上を図る観点から、施設の一層の小規模化・個室
化を図る。

障害者基本計画（平成14年12月）抜粋

内閣府作成資料引用

36

内閣府作成資料引用
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しかし、重症心身障害児者入所施設は不足している

・東京都内の在宅重症児者のうち、入所申請している 56名
〃 今後申請を考えている 86名

・入所申請をしており入所候補者の応募 56名中34名

・募集施設で面接をしたことがある 34名中 6名

37

厚生労働省の指導により、重症心身障害児者入所施設は作らないと
主張する自治体があるが、厚労省はそのような指導はしておらず、
誤った行政判断をしないよう求める必要性がある

（東京都重症心身障害児（者）を守る会が行った調査結果）

５６名入所申請しても、６名しか募集施設の面接に繋がっていない。

重症心身障害児者入所施設が在宅生活を支えている

厚労省 令和元年度障害者総合福祉推進事業
医療型短期入所に関する実態調査報告書から

空床型 ５９．６％
併設型 ２５．８％
空床型 ＋ 併設型 １１．７％
単独型 ２．９％

重症心身障害児者施設なしには、短期入所事業は
あり得ない しかも利用できる人数は僅か

短期入所定員 ２人～５人未満 ３４．２％
５人～１０人未満 ２６．３％

緊急利用枠 ０人は ７６．７％
１人は ７．９％

38

短期入所事業
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障害者権利条約の国内状況の監視等

令和4年8月22・23日
国連の障害者権利委員会開催、日本政府との間に建設的対話

令和4年9月9日
国連の障害者権利委員会から日本政府に総括意見

令和4年12月16日
総括意見の内容を盛り込んだ障害者基本計画（第５次）の
策定に向けた障害者政策委員会意見（案）とりまとめ

令和5年3月14日
障害者基本計画（第５次）を閣議決定

※建設的対話
国連の障害者権利委員会が、障害者権利条約を批准した国（日本など）

における条約の実施状況を、「政府レポート」や障害者団体等の作成した
「パラレルレポート」などを踏まえた質問形式の審査すること。

※総括所見
建設的対話を踏まえて、国連の障害者権利委員会から出される勧告で良い

点や改善すべき点が記載されるもの。

40

内閣府立石参事官（事務局）

第19条につきましては、懸念点の１つ目の○でございます。ここの
「入所施設から地域移行が進んでいないことが課題である」という
部分につきまして、委員から、とりわけ条 約批准後に地域移行が減
速している。2010年より2018年では1,525人減っている。期を追うご
とに続々と下がっていることを踏まえ、追記すべきとの御意見がご
ざいました。担当省庁に確認しましたところ、地域移行の数が減少
していることについては、高齢化による影響なども考えられるとい
うことで、様々な理由があるとの見解でございました。 これらを踏
まえ、委員長とも御相談をいたしまして、趣旨につきましては、地
域移行が進んでいないということで御意見の趣旨が含まれていると
いうこと、それから、全体方針としても細かい数値などは記入しな
いという方針で進めていることから、元の文章のまま で維持してい
るものでございます。

第６４回（令和４年４月２６日）内閣府障害者政策委員会議事録より①
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A委員（DPI日本会議）

条約の理念を踏まえた法改正、地域移行を進めていくと
いうところが、今の中の議論では少し弱いのではないか
と聞いていて思います。特に脱施設ガイドラインのまと
めがこれから国連で出されようという中ですので、そこ
の部分は政策委員会として議論する必要があるのではな
いかと思いました。

第６４回（令和４年４月２６日）内閣府障害者政策委員会議事録より②

【安部井委員の発言】
以前の政策委員会でも発言させていただいておりますが、
医療と一体となって運営されている医療型障害児入所施設や療養介護
の事業所は障害者基本計画において地域移行支援の取り組みの対象と
されていないことを明記する必要があります。

「障害者支援施設」の後に「（重症心身障害児者入所施設を除く）」と
挿入していただきたいと思います。
重症心身障害児者の地域移行を進める場合には、てんかんの重積発作や
緊急を要する救命への対処が速やかに行われることが地域生活において
も、体制が整備されていることが必要でその体制が整った施策が充分に
地域に行きわたった時点で地域移行を論議していただきたいと思います。
施策を進めながらということや、それぞれの地域での対応というような
無責任な論議にならないように第５次障害者基本計画の議論をしていた
だきたいと思います。

第７２回（令和４年１０月２４日）内閣府障害者政策委員会議事録より

42
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【安部井委員に対する反対意見 ①】

〇B委員（全国脊髄損傷者連合会）

私は障害当事者の立場から意見を言わせていただきますが、
残念ですが、私は安部井委員の意見には反対です。そこまで
書く必要はないかなと。おっしゃることは分かりますし、親
御さんからすれば心配なのも分かりますけれども、やはりど
んな重度の障害があっても地域で暮らせる社会にすべきです。
それを目指すような文言を書いていくべきだと思うの で、今
の無責任な発言という言い回しで意見を言われるのは、私は
ちょっと違うかなと思います。

44

〇C専門委員（日本社会福祉事業大学大学院福祉マネジメント研究科准教授）

私も「障害者支援施設から重症心身障害児（者）施設を除く」という文言
は加えなくていいのではないかなと思いました。私がかつて勤務していた法
人でも、たんの吸引とか、あるいは経管栄養が必要な人のグループホームを運
営しているという実態があります。ですので、地域移行を望む人はそういった
ところに地域移行できるということを前提にして、この計画をつくっていくべ
きではないかと思います。

また、そういった実際に受け皿になるようなものというのは、やはり地域
移行が進むのだという現実がないとなかなか設置されていかないということも
あると思いますので、受け皿がないと地域移行ができないということになって
しまいますと、いつまでたってもそういった時期がなかなか巡ってこないのか
なとも思いますので、御心配のことは重々分かりますけれども、社会資源を育
てるという意味合いからも、計画上は地域移行を進めるとするのがいいのでは
ないかなと思います。

【安部井委員に対する反対意見 ②】
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〇D委員（全国社会福祉協議会 全国身体障害者施設協議会）

実は私たちの協議会の施設の４分の１程度は、重症心身障害児（者）施設と
同様の身体状況で、知的にも障害があり、精神にも障害がありという方々がい
らっしゃいます。もしも地域移行の権利を外すということになると、その方々
がほかの生活をする権利がなくなるということになりますので、除かないほう
がいいのではないかと思います。ただ、社会資本の整備も、サービスの供給量
も、命を守るために相当手厚い体制が必要です。

日本の社会の中にはそうやって暮らしておられる方々もいらっしゃいますし、
また、県において私は重心も入った協議会の会長をしております。重心の実態
を聞くに当たって、近年はお母さんたちがとても頑張って地域で暮らしていこ
うという意識が強くて、幾らかですけれども、重心施設が定員割れをしている
状況もございます。その一つは、やはり社会が大きく変わっていっていること
ですし、また、変わらなければいけないですし、条約の勧告では、特に障害の
ある子供たちが親御さんと暮らす権利を剥奪しないようにということが何度も
繰り返し書かれておりますので、子供の権利条約との整合もありますし、その
ことも踏まえて考え併せていく必要があるのではないかと思っております。

【安部井委員に対する反対意見 ➂】

皆さんはどのように受け止めますか

１ 重症心身障害者を受け入れるグループホームが、あたかも多数成功
実績があり、一般化されるのが当たり前といった印象操作が行われて
いるが正しい情報か？

２ 重症心身障害児者を診る医師や看護師等の医療従事者や介護従事者
が不足している現状を鑑みて、施設以外で在宅を支える医療従事者等
を十分得ることが可能か？

３ 重症心身障害者の施設退所を余儀なくし、施設不要論を唱えかつ受
皿整備を迫るのは暴挙ではないか？

４ 親が施設に入れないように頑張っているから、施設が定員割れを起
こしているから、今後、施設は不要となるという風潮をどう思うか？

５ 「こども」施策が注目される中、重症心身障害者は置き去りにされ

るのではないか？

46
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総括すると

〇 重症心身障害児者の在宅を支える医療体制や
親等の高齢化等或いは親等亡き後、命を守るた
め、重症心身障害児者入所施設の存続は必要。

〇 「重症心身障害児」は、児童福祉法に規定さ
れているが、「重症心身障害者」の法規定はな
い。児者一貫のみなし規定で担保されているだ
けである。
児童福祉法の所管が、こども家庭庁に移管さ

れ、将来、児者一貫が分断されることを想定し
て、「重症心身障害者」を法規定に盛り込む必
要がある。

47

１ 車椅子使用者用駐車場にはできれば屋根があった方が望ましいと
思います。

２ パーキング・パーミット制度を全国統一のものとして位置付けられた
場合、「利用証」の提示がなければ、当該駐車施設等が利用できない
ように制度化するのが望ましいと思います。

３ ストレッチャータイプ・特殊型車椅子で前後が長いタイプの車椅子・
背もたれを倒しているような特殊型車椅子の場合、介助者のスペース
も含めるとスロープを含め４～５ｍ以上のスペースが必要です。

また、スペースを視覚的に分かりやすくしているとは思いますが、壁
やポールなどの障害物が無いことが理想です。

国交省への意見出し（その１）

（３）国土交通省関連

48
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ニールダウンの障害となる車止めを廃止し、
スロープのスペースを確保

50
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国交省差別解消法対応指針等の改正についてのヒアリングへの意見

鉄道利用について
１ バリアフリー経路

駅構内の広さ・構造や利用客数に応じてバリアフリー経路が複数確保
されるよう整備されるべきではないでしょうか。
例えば、JR山手線渋谷駅ホームは利用客数が多いにも関わらず、ホー
ムと地上階とを連絡するエレベーターは1基しかなく、困っています。

２ 駅構内の人流管理
〇必要に応じて駅構内を広げて人流を管理できるようすべきだと思いま
す。JRの主要駅などでは通勤ラッシュ時間帯以外でも利用客で込み合
い、人流が入り乱れ、車いすを進ませられず困るとともに不安を感じ
ることが少なからずあります。

〇ラッシュアワーに車いす使用者が鉄道を利用することはとても困難な
状況です。車いすの人は通勤時間帯には利用しないことが共通認識の
ようになっています。「ともに生きる社会」を実現するためにも状況
の改善を望みます。

その他、ETCカードの取得問題 等々

国交省への意見出し（その２）

51

（４）経腸栄養分野の小口径コネクタの使用継続の要望

52
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【要望の経緯】

①平成30年３月
厚生労働省から現行規格コネクタの出荷期間を2021年（令和３年）
11月末までとする旨通知

②令和元年12月
全国重症心身障害児(者)を守る会北浦雅子会長から現行規格の
存続を要請

③令和2年12月
日本重症心身障害学会、福祉協会、守る会の３団体連名で現行規格
の存続を要請

④令和3年2月
厚労省から現行規格コネクタの出荷停止を１年（令和４年11月末
まで）延長する旨通知

⑤令和3年4月
経腸栄養コネクタ議員連盟（会長：根本匠元厚生労働大臣）開催
同日、三原じゅん子厚労副大臣に要請

53

⑥令和３年５月～
厚生労働省において、厚生労働科学特別研究事業を実施
現行規格コネクタの存続について研究

⑦令和４年３月ごろ
厚生労働科学特別研究班が提言をとりまとめ

【結果】

条件付きで既存規格接続コネクタの使用を容認

上記⑦の内容をもとに厚労省から通知（５月２０日）

私たちにできること
主治医の皆さんに、既存規格のコネクタを処方いただくよう
お願いし、同製品が市場から無くならないようにすること。

54
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経腸栄養分野の小口径コネクタ（差し込み式）が出荷可能となりました

〇 既存規格のシリンジは採液チップを使わなくても微量の

投薬ができます

〇 ネジ式より、介護者の手指への負担が軽減されます

〇 ミキサー食で家族と同じ食事ができます

詳細は、厚労省の通知「経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに
係る方針の一部見直しについて（令和４年５月２０日）」をご覧ください。

全国重症心身障害児（者）を守る会

既存規格接続コネクタ存続します

56

ご清聴ありがとうございました


